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利 用 者 負 担 説 明 書 
 

 

  介護老人保健施設ノアをご利用される利用者のご負担は、介護保険及び介護予防の給付にかかる

通常１割の自己負担分と保険給付対象外の費用（居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な療養

室料及び特別な食費、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理美容代、倶楽部等で使用す

る材料費、診断書等の文書作成費、要介護認定の申請代行費等）を利用料としてお支払いいただく

2種類があります。 

  なお、介護保険及び介護予防の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望されるサー

ビス（入所、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、通所リハビリテーション、介護予防

通所リハビリテーション）毎に異なります。 

  また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険及び介護予防給付の自己負担額は、

施設の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の施設（認知症専門

棟加算）で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。当施設の利用者負担につ

きましては、次頁以降をご参照下さい。 

  介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にいて種々の

サービスを受ける居宅サービス及び介護予防のサービスがありますが、それぞれ利用方法が異なっ

ています。 

  施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、短期入所療養介護、

介護予防短期入所療養介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションは、原則

的に利用に際しては、居宅支援サービス及び介護予防サービス計画（ケアプラン）を作成したあと

でなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要です。また、加算対象のサービス

も、居宅支援サービス及び介護予防サービス計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、

利用を希望される場合は、居宅支援サービス及び介護予防サービス計画に記載されているか、いな

いかをご確認ください。 

  各サービス計画は、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業者〔地域包括支援センター〕に作

成依頼することもできます。 

  詳しくは、担当者にご相談ください。 
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Ａ  入所の場合の利用者負担 
 

１  保険給付の自己負担額 

１）施設サービス費 / 1 日 

従来型個室（一般棟個室）         多床室（一般棟 4床・認知症専門棟） 

・要介護１  ７１７円          ・要介護１  ７９３円 

  ・要介護２  ７６３円          ・要介護２  ８４３円 
  ・要介護３  ８２８円          ・要介護３  ９０８円 
  ・要介護４  ８８３円          ・要介護４  ９６１円 
  ・要介護５  ９３２円          ・要介護５  １，０１２円 
     

＊夜勤職員配置加算、上記施設サービス費に 1 日につき２４円加算されます。 
    ＊短期集中リハビリテーション実施加算、入所後 3 ヶ月以内実施時のみ２５８円または２００

円加算されます。 
＊２階認知症専門棟に入所の場合は、1 日につき７６円加算されます。 
＊若年性認知症入所者受入加算、２階認知症専門棟に入所し若年性認知症の診断のある方につ

いて、１日につき１２０円加算されます。 
＊外泊された場合には、1 日につき上記施設サービス費に代えて３６２円となります。 
 または外泊時に施設の在宅サービスを利用した場合、6 日限度として、1 日につき８００円

となります。 
＊ターミナルケア加算、死亡日以前３１日以上４５日以下については、1 日につき７２円加算。

死亡日以前４日以上３０日以下については、1 日につき１６０円加算。死亡日以前２～３日

までについては、１日につき９１０円加算。死亡日については、1 日につき１，９００円加

算されます。 
＊ご利用者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行なった場合は､別途料金をいただ

きます｡ 
＊初期加算、入所後３０日間に限って、上記施設サービス費に１日につき３０円加算されます。 
＊ご利用者が入院し、以前より栄養管理（経管栄養や嚥下調整食）が必要な場合、２００円加

算されます。 
＊入所前からご利用の自宅を訪問し、退所を念頭においた施設サービス計画を行った場合、 

４５０円加算されます。 
＊退所時指導等を行った場合は、下記の料金が加算されます。 

       ① 試行的な退所時にご家族様に退所後の療養指導を行った場合    ４００円 
       ②  退所後、利用者の主治医、または、社会福祉施設等に対し、文書をもって利用者の処遇

に必要な情報を提供した場合                ２５０円                                           
       ③ ご自宅へ退所されるにあたり、利用者が希望される居宅支援事業者に対し、文書をもっ

て利用者の処遇に必要な情報を提供し、かつ、居宅支援事業者と連携し退所後の居宅サー

ビスの利用に関する調整を行った場合         ４００円 
④  ①②③のほか、退所後訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションに対し指示書

を交付した場合                                       ３００円 
＊経口移行加算、現に経管より食事を摂取している方が、経口による食事の摂取を進める為の

栄養管理を管理栄養士又は栄養士が行った場合には、上記の施設サービス費に 1 日につき２

８円加算されます。 
    ＊経口維持加算、（Ⅰ）経口により食事を摂取する方で、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められ

る方は、６か月以内期間に上記施設サービス費に 1 月につき４００円加算されます。    
＊療養食加算、上記施設サービス費に 1 食につき６円加算されます。 

     ただし、疾病治療の直接手段として、栄養量及び内容を有する特別な場合に限ります。 
＊所定疾患施設療養費として、肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎の入所者に対し、           

     投薬・検査・注射処置を行った場合、7 日を限度として、1 日につき２３９円加算されます。 
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＊認知症行動・心理症状がみとめられ、在宅での生活が困難で、緊急に入所が必要と判断され

た場合、7 日を限度として、1 日につき２００円加算されます。 
＊栄養マネジメント強化加算として、1 日につき１１円加算されます。 
＊排せつ支援加算として、1 月につき１０円加算されます。 
＊褥瘡マネジメント加算として、1 月につき３円または褥瘡発生リスクがあり、褥瘡の発生が

ない場合は１３円加算されます。 
＊科学的介護推進体制加算として、入所者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症状な

どの基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報を施設サービスの適切かつ有効な提供に

活用している場合に 1 月につき６０円加算されます。 
＊安全対策体制加算として、入所初日に限り２０円加算されます。 
＊サービス提供体制強化加算、上記施設サービス費に１日につき２２円加算されます。 
＊介護職員等処遇改善加算、上記介護保険 1 割負担額に所定単位数に７.５％加算されます。 
 

 
２  利用料 

① 食費／１日                             １，４４５円 
  この自己負担額は、１食ではなく 1 日当たりで設定されています。 
  （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている 

食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 
   ・第 1 段階 ３００円／日 ・第 2 段階 ３９０円／日  
   ・第 3 段階① ６５０円／日 ・第 3 段階② １，３６０円 

② 居住費／１日 
  従来型個室（一般棟個室）１，７２８円・多床室（一般棟４床･認知症専門棟）４３７円 
   （ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住

費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。） 
  従来型個室（一般棟個室） 
  ・第１段階 ５５０／日 ・第 2 段階 ５５０円／日 ・第３段階 １，３７０円／日 
  多床室（一般棟 4 床・認知症専門棟） 
  ・第１段階 ０円／日 ・第 2 段階 ４３０円／日 ・第３段階 ４３０円／日 

③日常生活品費／１日                                                  ２００円 

 石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、おしぼり等の費用であり、施設で用意するものをご利

用いただき、お支払いいただきます。 

④理美容代 （第 1水曜日・第 2または 3月曜日・第 4木曜日）                  １，５００円 

（４００円で顔剃りも出来ます）                    

理美容をご利用の場合には、前日までにお申込みと料金のお支払いをしていただきます。 

⑤特別な室料／１日                           １，１３０円  

  個室のご利用を希望される場合にお支払いいただきます。なお、個室をご利用の場合は外泊時に

も室料をいただくこととなります（冷暖房・洗面所・トイレ・テレビ完備）。 

⑥行事費                                     （その都度実費をいただきます。） 

外食等に参加した場合にお支払いいただきます。 

⑦健康管理費                                                      実費相当額 

 インフルエンザ予防接種に係る費用でインフルエンザ予防接種を希望された場合にお支払いいた

だきます。  

⑧私物の洗濯代 ／1回                                                ３５０円 

 私物の洗濯を施設に依頼される場合にお支払いいただきます。 

⑨テレビ代／1日                             １５０円 

 ご利用を希望される場合にお支払いいただきます。 
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Ｂ  短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の場合の利用者負担額 

 

１ 保険給付の自己負担額／1 日 
① 短期入所療養介護の自己負担額（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利

用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です。) 
  従来型個室（一般棟個室）         多床室（一般棟４床・認知症専門棟） 
  ・要介護１    ７５３円        ・要介護１    ８３０円 
  ・要介護２    ８０１円        ・要介護２    ８８０円 
  ・要介護３    ８６４円        ・要介護３    ９４４円 
  ・要介護４    ９１８円        ・要介護４    ９９７円 
  ・要介護５    ９７１円        ・要介護５  １，０５２円 

 
＊夜勤職員配置加算、上記施設サービス費に１日２４円加算されます。 
＊個別リハビリ実施加算、個別にリハビリを行うこととなっている場合は上記施設サービス費

に２４０円加算されます。 
＊療養食加算、上記施設サービス費に 1 食につき８円加算されます。 

但し、疾病治療の直接手段として、栄養量及び内容を有する特別な場合に限ります。 
＊サービス提供体制強化加算、上記施設サービス費に 1 日２２円加算されます。 
＊介護職員等処遇改善加算、上記介護保険 1 割負担額に所定単位数に７．５％加算されます。 
＊認知症専門棟に入所の場合は上記施設サービス費に 1 日につき７６円加算されます。 
＊若年性認知症利用者受入加算、２階認知症専門棟に入所し若年性認知症の診断のある方につ

いて、１日につき１２０円加算されます。 
＊入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行なった場合は、片道につき１８４円加算されます｡ 
＊ご利用者の容体が急変した場合等緊急時に所定の対応を行なった場合は､別途料金をいただ

きます｡ 
＊認知症行動・心理症状がみとめられ、在宅での生活が困難で、緊急に短期入所療養介護が必

要と判断された場合、7 日を限度として、1 日につき２００円加算されます。 
＊利用者や家族の事情により、緊急に短期入所療養介護が必要であると介護支援専門員が認め

た場合、7 日を限度として、1 日につき９０円加算されます。 
＊医学的管理かつ療養上必要な処置を行った場合、重度療養管理加算として、 

1 日につき１２０円加算されます。 
② 介護予防短期入所療養介護の自己負担額（要介護認定による要支援の程度によって利用料が異な

ります。以下は１日あたりの自己負担分です。) 
  従来型個室（一般棟個室）         多床室（一般棟４床・認知症専門棟） 

・要支援１   ５７９円         ・要支援１     ６１３円 
  ・要支援２   ７２６円         ・要支援２     ７７４円 

 
＊夜間職員配置加算、上記施設サービス費に 1 日２４円加算されます 
＊個別リハビリ実施加算、個別にリハビリを行うこととなっている場合は上記施設サービス費

に２４０円加算されます。 
＊療養食加算、上記施設サービス費に 1 食につき８円加算されます。 

但し、疾病治療の直接手段として、栄養量及び内容を有する特別な場合に限ります。 
＊若年性認知症利用者受入加算、２階認知症専門棟に入所し若年性認知症の診断のある方につ

いて、１日につき１２０円加算されます。 
＊サービス提供体制強化加算、上記施設サービス費に１日につき２２円加算されます。 
＊介護職員等処遇改善加算、上記介護保険 1 割負担額に所定単位数に７.５％加算されます。 
＊入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行なった場合は、片道につき１８４円加算されます｡ 
＊ご利用者の容体が急変した場合等緊急時に所定の対応を行なった場合は､別途料金をいただ

きます｡ 
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＊認知症行動・心理症状がみとめられ、在宅での生活が困難で、緊急に短期入所療養介護が必

要と判断された場合、7 日を限度として、1 日につき２００円加算されます。 
 
２  利用料 

① 食費／１日                             １，４４５円 
（・朝食 ３２０円 ・昼食 ５９５円 ・夕食 ５３０円） 

   （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の

負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 

・第１段階 ３００円／日 ・第２段階 ６００円／日  

・第３段階① １，０００円／日 ・第３段階② １，３００円/日 

② 滞在費／１日 
 従来型個室（一般棟個室）１，７２８円・多床室（一般棟４床･認知症専門棟）４３７円 
   （ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住

費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。） 
  従来型個室（一般棟個室） 
  ・第１段階 ５５０円／日 ・第 2 段階 ５５０円／日 ・第３段階 １，３７０円／日 
  多床室（一般棟 4 床・認知症専門棟） 
  ・第１段階 ０円／日 ・第 2 段階 ４３０円／日 ・第３段階 ４３０円／日 

③日常生活品費／１日                                                 ２００円 

 石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、おしぼり等の費用であり、施設で用意するものをご利

用いただき、お支払いいただきます。 

④理美容代 （第 1 水曜日・第 2または 3月曜日・第 4木曜日）                 １，５００円 

（４００円で顔剃りも出来ます） 

  理美容をご利用の場合には、前日までにお申込みと料金のお支払いをしていただきます。 

⑤特別な室料／日                           １，１３０円 

  個室のご利用を希望される場合にお支払いいただきます。（冷暖房・洗面所・トイレ・テレビ完備）。 

⑥行事費                                       （その都度実費をいただきます。） 

外食等に参加した場合にお支払いいただきます。 

⑦私物の洗濯代 ／1回                                                ３５０円 

 私物の洗濯を施設に依頼される場合にお支払いいただきます。 
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Ｃ  通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの場合の利用者負担額 

 

１  保険給付の自己負担額 

①  通所リハビリテーションの自己負担額 

[1 時間以上 2時間未満] 

  ・要介護１               ３６９円 

  ・要介護２               ３９８円 

  ・要介護３               ４２９円 

  ・要介護４               ４５８円 

  ・要介護５               ４９１円 

［２時間以上３時間未満］ 

    ・要介護１               ３８３円 

  ・要介護２               ４３９円 

  ・要介護３               ４９８円 

  ・要介護４               ５５５円 

  ・要介護５               ６１２円 

［３時間以上４時間未満］ 

    ・要介護１               ４８６円 

  ・要介護２               ５６５円 

  ・要介護３               ６４３円 

  ・要介護４               ７４３円 

  ・要介護５               ８４２円 

  ［４時間以上５時間未満］ 

  ・要介護１               ５５３円 

  ・要介護２               ６４２円 

  ・要介護３               ７３０円 

  ・要介護４               ８４４円 

  ・要介護５               ９５７円 

  ［５時間以上６時間未満］ 

  ・要介護１               ６２２円 

  ・要介護２               ７３８円 

  ・要介護３               ８５２円 

  ・要介護４               ９８７円 

  ・要介護５             １，１２０円 

［６時間以上７時間未満］ 

  ・要介護１               ７１５円 

  ・要介護２               ８５０円 

  ・要介護３               ９８１円 

  ・要介護４             １，１３７円 

  ・要介護５             １，２９０円 

［７時間以上８時間未満］ 

  ・要介護１               ７６２円 

  ・要介護２               ９０３円 

  ・要介護３             １，０４６円 

  ・要介護４             １，２１５円 

  ・要介護５             １，３７９円 
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＊通所リハビリテーション計画上入浴介助を行なうこととなっている場合は、上記通所リハビ

リテーション費に４０円加算されます｡ 
＊リハビリテーションマネジメント加算、上記通所リハビリテーション費に 1 月につき、同意

日から 6 か月以内の期間に５６０円加算、同意日から 6 か月超の期間に２４０円加算されま

す。 
＊リハビリテーション提供体制加算、上記通所リハビリテーション費に 1 日につき２８円加算

されます。 
    ＊短期集中リハビリテーション実施加算、通所リハビリテーション計画上、個別リハビリテー

ションを集中的に行った場合は、退院（所）日又は認定日から 3 ヶ月以内の期間に１１０円

加算されます。 
    ＊若年性認知症利用者受入加算、若年性認知症の診断のある方について 1 日につき６０円加算

されます。 
＊科学的介護推進体制加算として、利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状

況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報を通所リハビリテーションの適切かつ

有効な提供に活用している場合に 1 月につき４０円加算されます。 
＊栄養アセスメント加算として、1 月につき５０円加算されます。 
＊サービス提供体制強化加算、上記通所リハビリテーション費に１日につき２２円加算されま

す。 
＊介護職員等処遇改善加算、上記介護保険 1 割負担額に所定単位数に８．６％加算されます。 
＊７時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの後に引き続き利用された場合、８時間以

上９時間未満のご利用は５０円が加算され，９時間以上１０時間未満のご利用の場合は１０

０円が加算されます。 
＊ご希望により１時間以上２時間未満で利用することも可能ですので、必要に応じ担当者にご

相談下さい。 
＊施設での送迎を行わない場合は、片道につき－４７円減算されます。 
＊計画的な医学管理のもと、通所リハビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算とし

て、1 日につき、１００円加算されます。 
  
② 介護予防通所リハビリテーションの自己負担額 

（要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。以下は１月あたりの自己負担分で

す。) 
  ・要支援１   ２，２６８円 
  ・要支援２   ４，２２８円 

 
＊若年性認知症利用者受入加算、若年性認知症の診断のある方について 1 月につき２４０円加

算されます。 
＊利用開始月から起算して 12 か月超えると、１月につき要支援 1 で－１２０円、要支援 2 で

－２４０円減算されます。 
＊科学的介護推進体制加算として、利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状

況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報を通所リハビリテーションの適切かつ

有効な提供に活用している場合に 1 月につき４０円加算されます。 
＊サービス提供体制強化加算、上記通所リハビリテーション費に１月につき要支援 1 が８８円、

要支援 2 が１７６円加算されます。 
    ＊介護職員等処遇改善加算、上記介護保険 1割負担額に所定単位数に８．６％加算されます。 
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２  利用料   

① 食費                                                                ５９５円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いいただきます。 
又、おやつ代を含みます。 
（おやつのみお取り頂いた際には、おやつ代 ５０円頂きます。） 

② 日常生活品費／１日                                                １５０円 

  石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、おしぼり等の費用であり、施設で用意するものをご

利用いただき、お支払いいただきます。 

②  理美容代 （第 1水曜日・第 2または 3月曜日・第 4木曜日）             １，５００円 

（４００円で顔剃りも出来ます） 

   理美容をご利用の場合には、前日までにお申込みと料金のお支払いをしていただきます。 

④ おむつ代                     リハビリパンツ・パンツタイプ        １４０円  

                  尿取りタイプ             ５４円 

   利用者の身体の状況により、おむつの利用が必要な場合に、施設で用意するものをご利用いた

だく場合にお支払いいただきます。 

⑤ 送迎費                                                          

  基本的には、保険給付の自己負担の範囲となりますが、通常の事業の実施地域以外の地域に居

住する方が送迎を依頼した場合に距離相応の費用をお支払いいただきます。 

 ⑥ 夕食費                                 ５３０円 

    通所リハビリテーション終了後に利用者が長時間滞在し夕食をとられた際にいただきます。 
  

時間外料金，おむつ費は税込みの料金です。 
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国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）」 

に該当する利用者等の負担額 
 

○ 利用者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第３段階の利用

者には負担軽減策が設けられています。 

 

○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３段階の認定を

受けるには、利用者ご本人（あるいは代理人の方）が、ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村よ

り「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利用者負担段階について介護老人保

健施設が判断・決定することはできません。また、「認定証」の提示がないと、いったん「第４段階」

の利用料をお支払いいただくことになります。（「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場

合があります） 

 

○ 利用者負担第１・第２・第３段階に該当する利用者とは、おおまかには、介護保険料段階の第１・

第２・第３段階にある次のような方です。 

【利用者負担第１段階】 

   生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けて

おられる方 

【利用者負担第２段階】 

   所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が 80 万円以下

の方 

【利用者負担第３段階①】 

   所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が 80 万円超 12

0 万円以下の方 

【利用者負担第３段階②】 

   所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が 120 万円超の

方 

 

 ○ 利用者負担第４段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所

しその利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた方は、「利用者負

担第３段階」の利用料負担となります。 

 

○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。 

負担額一覧表（１日当たりの利用料） 

  食費（入所） 

食費 

（ショート

ステイ） 

利用する療養室のタイプ 

ユニット型個室 

ユニット型準個

室 多床室 
従来型個室 

利用者負担第１段階 ３００ ３００ 
８８０ ５５０ 

０ 
利用者負担第２段階 ３９０ ６００ 

４３０ 利用者負担第３段階① ６５０ １，０００ 
１，３７０ １,３７０ 

利用者負担第 3 段階② １，３６０ １，３００ 
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介護老人保健施設のサービス提供に伴う利用者負担にかかる同意書 

 

令和  年  月  日 

 

介護老人保健施設 ノア 

管理者 須貝 六實 殿 

 

＜ 利 用 者 ＞ 

住  所 

 

電話番号 

 

氏  名                 印 

 

 

＜利用者の身元引受人＞ 

住  所 

 

電話番号 

 

氏  名                 印 

 

                  

                    

 

 

介護老人保健施設のサービス（入所、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、通所リハビリ

テーション、介護予防通所リハビリテーション）を利用するにあたり、介護老人保健施設ノアの利用者

負担説明書に基づき、重要事項に関するこれらの利用者負担に関して、担当者による説明を受けました。

その内容を十分に理解し、介護老人保健施設のサービスを利用した場合に、これらの対価として施設の

定める料金を支払うことに同意すると共に下記事項を厳守することを誓約します。 

 

 

記 

１．介護老人保健施設ノアの諸規程を守り、職員の指示に従います。 

２．使用料等の費用の支払いについては、介護老人保健施設ノアに対し一切迷惑をかけません。 
以上 
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介護老人保健施設のサービス提供に伴う利用者負担にかかる同意書 

 

令和  年  月  日 

 

介護老人保健施設 ノア 

管理者 須貝 六實 殿 

 

＜ 利 用 者 ＞ 

住  所 

電話番号 

氏  名                印 

 

 

＜利用者の身元引受人＞ 

住  所 

電話番号 

氏  名                印 

 

                  

 ＜ 連帯保証人 ＞ 

住  所 

電話番号 

氏  名                印 

利用者との関係（                          ） 

 

 

 

 

介護老人保健施設のサービス（入所、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、通所リハビリ

テーション、介護予防通所リハビリテーション）を利用するにあたり、介護老人保健施設ノアの利用者

負担説明書に基づき、重要事項に関するこれらの利用者負担に関して、担当者による説明を受けました。

その内容を十分に理解し、介護老人保健施設のサービスを利用した場合に、これらの対価として施設の

定める料金を支払うことに同意すると共に下記事項を厳守することを連帯保証人と共に誓約します。 

 

 

記 

１．介護老人保健施設ノアの諸規程を守り、職員の指示に従います。 

２．使用料等の費用の支払いについては、介護老人保健施設ノアに対し一切迷惑をかけません。 
以上 


